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審議会等の会議結果報告 

１ 会議名 令和６年度第１回津市公契約審議会 

２ 開催日時 
令和７年１月３１日（金） 

午後１０時から午前１１時１０分まで 

３ 開催場所 津リージョンプラザ ２階第３会議室 

４ 出席した者の氏名 

津市公契約審議会委員 

 西川 源誌（会長）、前野 優紀（副会長）、田邉 三郎、

橋本 正治、村山 篤、山口 登 

（事務局） 

総務部長 奥田 寛次 

総務部次長 稲垣 篤哉 

調達契約課長 川出 浩也 

調達契約課調整・物品調達契約担当主幹 横山貴之 

調達契約課工事契約担当主幹 柿木 伸介 

調達契約課 主査 近藤 真由美 

調達契約課 主査 熊本 尚弥 

調達契約課 主事 金子 美帆 

５ 内容 

⑴ 会長及び副会長の選任について 

⑵ 報告事項 

令和６年度労働報酬下限額の運用状況について 

⑶ 審議事項 

  【諮問】令和７年度労働報酬下限額について 

⑷ その他 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

総務部調達契約課 

電話番号 ０５９－２２９－３１２１ 

E - m a i l 229-3121@city.tsu.lg.jp  

 

 

・議事の内容 別紙のとおり 

 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

事務局 

 

お待たせいたしました。本日は、皆様大変お忙しい中、お集まり頂 

きまして、誠にありがとうございます。 

 令和６年度第１回津市公契約審議会を開催させていただきます。そ

れでは開会に当たりまして総務部長より一言挨拶を申し上げます。 

 

【総務部長挨拶】 

 

それでは、会議に入りますが、委員委嘱後初めての会議となる本日

の会議では、会長及び副会長の選任まで私が進行させていただきます
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会長 

 

副会長 

 

事務局 

 

 

会長 

ので、よろしくお願いしたします。 

なお、本日の会議は、津市の「審議会等の会議の公開に関する指針」

に基づき公開としております。 

また今回、前野委員に初めて審議会に御出席いただきますので、簡

単に自己紹介をお願いしたいと存じます。それでは、前野委員、よろ

しくお願いします。 

 

【前野委員挨拶】 

 

では、「事項１ 会長及び副会長の選任」について、でございます

が、津市公契約条例第１８条第１項の規定では、会長及び副会長は委

員の互選により定めることとなっています。 

選任について委員の皆様から御意見等はございますか。 

 

これまでどのように決められていましたか。 

 

委員構成について、事業者団体の関係者が２名、労働者団体の関係

者が２名、識見を有する方が２名となっております。これまでは識見

を有する方として、入札等監視委員会から推薦されている西川委員が

会長、三重県社会保険労務士会から推薦された方が副会長を務めてい

ただきました。 

 

今回もそのようにお願いします。 

 

皆様、いかがでしょうか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

それでは、御異議がないようですので、西川委員に会長を、前野委

員に副会長をお願いしたいと思います。 

どうぞ、会長席、副会長席に、御移動ください。 

 

それでは、西川会長、前野副会長に御挨拶をお願いしたいと思いま

す。 

 

【西川会長挨拶】 

 

【前野副会長挨拶】 

 

それでは、西川会長、議長として以後の議事の進行をお願いいたし

ます。 

 

承知しました。それでは、議事を進めてまいります。 
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事項２「報告事項 令和６年度労働報酬下限額の運用状況につい

て」事務局に説明を求めます。 

 

それでは、資料に沿って説明させていただきます。詳細は担当から

説明させていただきますのでよろしくお願いします。 

 

＜概要＞ 

・業務委託 

  対象案件は令和５年度契約締結分が９件、令和６年度契約締結分

が８１件、合計９０件で、労働状況台帳提出対象月が到来している

案件について、全ての労働者に対して労働報酬下限額以上の労働報

酬が支払われていることを確認した。 

  資料１、資料２に基づき労働報酬の分布を説明。 

・指定管理 

  令和５年度に公募し、令和６年度に契約締結した案件が１件。全

ての労働者に対して労働報酬下限額以上の労働報酬が支払われて

いることを確認した。 

  資料３に基づき労働報酬の分布を説明。 

・工事 

  対象案件は令和５年度以前契約締結分が６件、令和６年度契約締

結分が８件、合計１４件で、労働状況台帳提出対象月が到来してい

る案件について、全ての労働者に対して労働報酬下限額以上の労働

報酬が支払われていることを確認した。 

  資料４、資料５に基づき労働報酬の分布を説明。 

 

分かりました。令和６年度労働報酬下限額の運用状況について、何

か御質問はありませんか。 

 

  工事における労働報酬下限額の対象案件は１億５千万円以上であ

ると思いますが、契約金額がそれ以下のものがありますが、その理由

について教えてください。 

 

  予定価格が１億５千万円以上の案件が対象となりますので、入札の

結果、契約金額がそれより低くなる場合があるためです。 

 

 分かりました。 

 

他にございませんか。なければ、続いて「事項３ 審議事項 【諮

問】令和７年度労働報酬下限額について」事務局に説明を求めます。 

 

令和７年度労働報酬下限額について市長から諮問がありましたの

で、津市職員高卒初任給月額や社会情勢等を勘案して定めることとし

ている労働報酬下限額の令和７年度における設定について、事務局か



- 4 - 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら提案させていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

それでは事務局案の詳細を担当から説明させていただきます。 

 

＜概要＞ 

⑴ 労働報酬下限額設定に係る条例の規定 

   津市公契約条例第６条の２で、行政職給料表の適用を受ける職員

が初任給として受ける給料月額及びこれに対する地域手当の月額並

びに社会情勢その他の事情を勘案し、労働報酬下限額を定めるとあ

り、下限額を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければ

ならないと定めている。 

⑵ 令和６年度労働報酬下限額 

  津市行政職職員高卒初任給の１時間当たりの給与額（１，１５０

円）に乗じる掛率を９１％とし、令和６年度の労働報酬下限額は、

１，０４７円としている。 

⑶ 令和７年度労働報酬下限額設定の前提 

 ① 本市職員の給与額 

   令和６年の人事院勧告に基づき、本市高卒初任給は１７０，９

００円から２３,６００円の引き上げで１９４，５００円に改定。 

   同勧告で地域手当の支給地域が見直され、本市は、６級地

（６％）から５級地（４％）に引き下げられるが、段階的に引き

下げられるため、令和７年度は６％から１％引き下げられ５％と

なる。 

   令和７年度の本市職員高卒初任給の１時間当たりの給与額は、

１，３０６円となる。 

② 社会情勢等 

・社会情勢の変化 

   依然として、商品やサービスの値上がりが続く一方、労働者の

賃金も上昇傾向にある。 

 ・地域別最低賃金（三重県）の動向 

   地域別最低賃金（三重県）は令和６年度は、前年度比較で約５．

１％上昇した。また、石破総理の施政方針演説では、「２０２０

年代に全国平均１，５００円に向けて努力を続ける。」と盛り込

まれている。令和７年度の三重県の地域別最低賃金は、令和６年

度と同程度の上昇率で上昇した場合、１，０７５円程度になるも

のと想定する。 

 ・令和６年度労働報酬下限額の運用における労働報酬の状況 

   令和６年４～１０月の労働状況台帳における労働報酬の状況

として、令和６年度労働報酬下限額（１，０４７円）から令和７

年度の津市職員高卒初任給の１時間当たりの給与額（１，３０６

円）までの報酬が支払われている労働者の１時間当たりの平均額

は、約１，１２９円（令和７年度津市職員高卒初任給の約８７％）

であった。 
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・令和７年度労働報酬下限額の設定について 

上記を勘案し、令和７年度労働報酬下限額は現在の１，０４７

円から引上げが必要であると考える。 

⑷ 令和７年度労働報酬下限額（案） 

 令和７年度の労働報酬下限額についても、令和６年度と同様の考え

で設定することが妥当であると考える。 

津市行政職職員高卒初任給の１時間当たりの給与額（１，３０６

円）に乗じる掛率を上記の８７％で算出される労働報酬下限額は１，

１３７円である。 

 

 分かりました。それでは令和７年度労働報酬下限額について、何か

御意見、御質問はありませんか。 

 

市職員高卒初任給に基づいて労働報酬下限額を決めるというのが、

今日の状況では無理があると思います。社会情勢が何パーセントかと

決めることも難しいと思われます。 

初任給が３０万円で社員募集しているというところもあるようで

すが、体力がある会社ならよいが、中小企業が同じようなペースであ

げていけるかどうか。 

今後、この下限額の計算方法がよいかどうか検討が必要であると思

います。 

 

  中小のところではこの下限額が経営的に厳しいのではないかとい

う御意見かと思います。中小や零細の会社へ伺うと、賃金を上げない

と人が来てくれなくて大変だと、中堅の人も賃金がよいところへ行っ

てしまうと聞いています。経営者の方の心痛は労働者側からは図りか

ねますが、この金額は相当なものかと思います。首相が１，５００円

を目指すと言っている中ですので、この金額で進めていっていただき

たいと思います。 

 

  労働報酬下限額を上げることはやぶさかではなくて、賃上げしない

と人が来てくれないということと賃上げするということは別問題だ

と思います。賃上げしたら人が来てくれるかというとそうではありま

せん。 

 

  現在の社会情勢をみていると、このままの計算方式で成り立つのか

なと危惧しています。将来違うようになってくるのではないかと思い

ます。人材不足とかがもっとひどくなると心配しているところです。 

  

  計算方式は難しいと思います。難しいと思いますけれど、最初、津

市の職員さんが現場で仕事をすることを考えてということだったの

で、津市の職員さんの給料をベースにするのは仕方ないと思います。

三重県の最賃の金額の上昇率をみると、これ位の下限額は必要になる



- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のかなと思います。逆転現象が起こるといけませんので。中小として

は厳しいという声も聴いておりますが、元請としては、ある程度それ

以上の金額をもってみえると思いますし、末端労働者にある程度の金

額を渡すという考えでいくとこれ位の金額は必要だと思います。 

  担い手三法が令和６年６月に改正されており、国土交通省も動き出

しました。原材料の高騰への対応で、労務費が下げられているという

のが現実にあるということで、国も標準労務費を設定していくと動い

ています。国の工事で、元請から下請けまで元請がとった金額で末端

労働者まで行きわたるというルール作りが考えられています。まだ、

基準値は決まっていませんが、今後、動き出したとすると、標準労務

費は建設業に特化した最賃という感じになってくる可能性がありま

す。これを下回っていた場合、いわゆる建設Ｇメンというのが動いて、

勧告や公表等の処分があると聞いています。今までのように最賃だけ

を考えていたらいいということにはならないので、そちらも注視して

いって、今後の公契約条例の労働報酬下限額を考えていく必要がある

と思います。 

   

他に御意見や御質問ございませんか。 

 

労働報酬下限額の決め方を事前に資料をいただいて読んでいまし

たが、難しいなと思いました。業界の特徴といいますか、特定公契約

の対象となる業種の方は、人員基準は、無いのでしょうか。例えば、

この仕事をするには最低二人は置かなくてはならないとか。 

 

道路工事の場合はガードマン・交通誘導員を何人置きなさいという

設計はありますが、ものづくりにおいては各企業それぞれ得意不得手

があって、設計が１０人で施工するとなっていても、施工業者によっ

ては１５人必要かなとか、他の企業は８人で施工できるという場合も

あります。そうすると人により払える賃金が変わってきます。だから、

一律に労働単価を決めるのが難しいという訳です。人によって能力も

違いますので。 

 

ありがとうございます。そういうことを想定しまして、人材不足で

人がなかなか集まらないという中で、何が起こるかというと、人がい

らなくなるような配置をして、予算の中で何とかやってしまうという

やり方になってしまう企業もあります。基準を最低賃金と津市の職員

の給与からというのはやっぱり難しいのかなと思いました。 

津市職員の初任給というところですが、当然、試験を受けて職員に

なった方と試験のない方や資格をもっていない方と比較して賃金を

払うというのは厳しいのかなと思います。底上げというのは必要だと

思いますが、仕事を覚えてやっと一人前になってきたような方が、高

い給料に釣られて離れていくということもあるので、資格を持ってい

る人や経験を持っている人をいかに確保していくかが課題になって
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くると思うので、一律にどこの層に向かって上げていくということは

難しいのかなと思いました。 

最低賃金も総理大臣が変わったら、違うことを言うかもしれないの

で、難しいのかなという感想になってしまいますが、しっかり議論で

きればと思いました。 

 

それぞれ委員から専門的な知識を含めて意見をいただきましたが、

ここで目標にしているというところを原点に立ち帰ってお考えいた

だけたらありがたいと思います。 

全体の底上げをやろうという議論をここでやっているわけではあ

りません。あくまで、先ほどの説明にありました地域別最低賃金に近

い水準の労働報酬で従事する労働者の報酬水準を確保する、これが一

番の目的であり、それより上の方の賃金を上げろと言っている訳では

ありません。労働報酬を最初に議論した時に全国的な傾向として、最

低賃金を基準にしているところもありますよということもありまし

たが、もう少し進んでそれよりも高いところで水準を設けましょうと

いうことで算定されたのが先ほど説明のあった条例にも書いてある

津市職員の初任給を基にして一定の計算式で算出した金額を下限額

にしましょうということになってきたんだと思います。そういう意味

からすると、そこのところを大きく変えなければならない事情という

のは、私は今のところはないんだと思います。算定の方法が理解しや

すいかしにくいかは評価が分かれるところだと思いますが、実績とし

て今までやってきたやり方と大きく変えてしまうのは、変えなければ

ならない事情があるのであればごもっともだと思いますが、法的安定

性というか基準の安定性というものがぐらつきかねないと思います。

そういう意味からすると事務局から説明があった方法で、社会情勢の

勘案についてもパーセンテージは前後する部分が出てくるかもしれ

ませんが、そうした形で評価して算出する。最低賃金についてもどれ

位上がるかは予想がつかない。令和６年度の労働報酬下限額を決めた

際にも大幅な最低賃金の値上がりがあるかもしれないという想定の

もとに高すぎるんじゃないかという議論もありましたが、結果的に下

限額に近づく最低賃金に決められました。そういう情勢からすると、

昨年度と同じ程度の最低賃金の値上がりを想定した上で、できる限り

最低賃金以上で下限額を定めておいたほうが無難なような気がして

います。 

 

私は決してこのやり方について直ちに変えた方がいいということ

ではなくて、今後の社会情勢を見据えて、このままでいいかというこ

とも考えながら決めないと、本当にその時になってどうしたらいいん

だということが出てくるので、私はそういうことで話をさせてもらっ

たつもりです。今の労働報酬下限額の査定方法を変えましょうという

話ではありません。この会の趣旨はよく理解しています。 
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いろいろな御意見ありがとうございます。 

委員長おっしゃっていただいたように、スタートしていくときに、

最低賃金に近い方、単純労務に就いておられる方の底上げを図るべき

だろうということで始めました。 

津市職員の初任給を基準にしているというところは、私たちが委託

するものは直営で行ってもいいのですが、委託するということは私た

ちよりも専門知識を持って、上手に、安くできるという方々にお願い

しています。行政側の理論ですけれども。私たちの給料が何で決めら

れているかということは先ほども担当から説明したとおり人事院勧

告になります。人事院勧告は５０人以上の事業所の給料から算出され

ています。労働報酬下限額の算式としては、逆算で求めていますので

理解しにくいというところがあります。過去の運用をみると最低賃金

に追いつかれたということもありますが、やってきた効果は一定あっ

て、続けていくことが大事かと考えています。 

公契約はどうしても労働報酬下限額に目がいってしまいますが、働

いてみえる方は、給料だけでなくて、環境がいいとか社会保障がいい

とかという部分もありますので、そこで働いている満足度が満たされ

ることが一番大事だと思います。津市役所もそうなんですが、その部

分を達成しないと転職があったり、新たな雇用につながっていかない

と思っています。 

委員長言われたように労働報酬下限額の算出方法については、社会

情勢と大きく乖離してきたら何らかの方法を考える必要があるのか

と思いますが、今の時点では継続していきたいというのと、単純労務

をしている方の底上げをしてきたいと考えています。 

 

ありがとうございます。それでは皆様いかがでしょうか。事務局案

をどうしても承服できないという方がおられなければ、令和７年度の

労働報酬下限額は事務局案のとおりで承認したいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

それでは令和７年度の労働報酬下限額は事務局案のとおり１，１３

７円として答申したいと思います。 

なお、答申書の作成については、私と事務局で調整させていただき

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

それでは、そのようにさせていただきます。 

事項書の内容は以上になりますが、他に何かありますか。 

 

公契約条例の第１３条に、契約解除等のペナルティのことが書かれ
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ています。当初は下請の違反も元請が責任をとるということだったと

思いますが、下請けが違反した場合、元請の責任ではなくて、違反を

した下請けが受けるということに変更していると思いますが、それで

よかったでしょうか。 

 

公契約条例の手引に記載しております。違反業者に対して個別に措

置を講じることとしており、受注者の連帯責任はございません。例え

ば、二次下請業者が何らかの違反をしたとしても、ペナルティは二次

下請業者に対してのみ行い、受注者や一次下請業者に対しては連帯し

てペナルティを科さないこととしています。 

 

そうなっていますね。 

 

委員御指摘の部分は、公契約審議会で御議論いただいて、元請の責

任は連帯責任としてペナルティを与えるというのは過剰であって、当

事者の違反業者のみに与えるのが適当であるということになり、課長

御説明しましたとおり手引に記載しています。 

 

他によろしいでしょうか。 

 

＜なしの声＞ 

 

特に無いようですので、本日の会議はこれで終わりたいと思いま

す。長時間にわたる御審議、ありがとうございました。 

それでは、議事を終了し、事務局に進行をお返しいたします。 

 

会長、副会長、委員の皆様、本当に長時間にわたる熱心な御審議を

いただき、誠にありがとうございました。今後も、公契約条例の適正

な運用に努めてまいりますので、委員の皆様にはお世話をお掛けしま

すが、御指導をよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとう

ございました。 

 

 


